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計画策定にあたって  

計画策定の背景 

わが国の高齢者人口（65歳以上の人口）は近年一貫して増加を続けており、2020 年（令和２

年）の国勢調査では高齢化率は 28.6％となっています。また、2025 年（令和７年）にはいわゆ

る団塊の世代が 75 歳以上となり、国民の４人に１人が後期高齢者という超高齢社会を迎える

ことが見込まれます。 

一方で、生産年齢人口は減少していくことが見込まれ、今後、急激に高齢化が進行する地域

もあれば、高齢化がピークを越える地域もあるなど、人口構成の変化や介護ニーズ等の動向は

地域ごとに異なります。地域の実情に応じて、地域包括ケアシステムの深化・推進や介護人材

の確保、介護現場の生産性の向上を図るための具体的な取り組み内容や目標を、優先順位を検

討した上で、介護保険事業計画に定めることが重要です。 

本町では、令和３年３月に策定した「南知多町高齢者福祉計画及び第８期介護保険事業計画」

において、基本理念である「自然豊かなふるさとで いつまでも心豊かに元気で暮らそう」の

実現に向け、住み慣れたふるさとで高齢者になっても心豊かに、元気で暮らせるように、介護

保険サービスをはじめとして、様々な高齢者施策を推進してきました。このたび計画期間が満

了したことから、国の第９期計画の基本指針に基づき、令和６年度から令和８年度までの３年

間を計画期間とする「南知多町高齢者福祉計画及び第９期介護保険事業計画」（以下「本計画」

という。）を策定します。 

計画の期間 

本計画の期間は、令和６年度から令和８年度までの３年間です。 

現役世代が急減する令和 22 年（2040 年）を見据えた中長期的な視点を持つものであるとと

もに、法制度の改正や社会情勢等の状況に応じて随時見直し・改善を図ることができるものと

します。 
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高齢者を取り巻く状況  

総人口及び高齢者人口の推移と推計 

年齢３区分別人口の推移 

本町の総人口は年々減少しており、令和５年に 16,075 人となっています。また、高齢者人

口も概ね微減していますが、高齢化率は緩やかに増加しており、令和５年に 40.0％となってい

ます。令和 22 年には年少人口が 462 人、生産年齢人口が 4,097 人、高齢者人口が 5,120 人ま

で減少する見込みですが、高齢化率は 52.9％まで上昇すると推計されています。 

年齢３区分別人口の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：住民基本台帳(各年 10月 1 日現在）推計は地域包括ケア「見える化」システム 
 

要支援・要介護認定者の推移 

本町の要支援・要介護認定者数は、令和５年に 996 人となっています。介護度別でみると、

要介護４の割合が最も高い傾向にあります。要支援・要介護認定者数は令和６年から令和８年

までは横ばいで推移しますが、令和 22年には 944 人まで減少する見込みとなっています。 

要支援・要介護認定者の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

※第１号被保険者のみ 

資料：介護保険事業報告月報(各年９月末現在）、推計は地域包括ケア「見える化」システム 
 

1,637 1,573 1,516 1,424 1,344 1,284 1,201 1,108 1,036 462 

9,874 9,672 9,112 8,787 8,541 8,356 8,048 7,795 7,508 4,097 

6,587 6,557 6,578 6,580 6,495 6,435 6,419 6,364 6,323 

5,120 

18,098 17,802 17,206 16,791 16,380 16,075 15,668 15,267 14,867 

9,679 

36.4 36.8 38.2 39.2 39.7 40.0 41.0 41.7
42.5

52.9

0.0

5.0

10.0

15.0

20.0

25.0

30.0

35.0

40.0

45.0

50.0

55.0

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

35,000

平成

30年

令和

元年

令和

２年

令和

３年

令和

４年

令和

５年

令和

６年

令和

７年

令和

８年

令和

22年

（％）（人）

年少人口

(0～14歳)

生産年齢人口

(15～64歳)

高齢者人口

(65歳以上)

高齢化率

64 74 91 82 81 103 100 100 100 94
161 164 173 168 157 149 147 147 147 134

117 123 133 144 144 156 155 155 155 148

181 157 160 177 161 148 154 154 154 146

126 145 142 150 144 144 150 150 150 144

159 179 191 193 198 182 173 173 173 171
112 112 

113 112 105 114 111 111 111 107

920 954 1,003 1,026 990 996 990 990 990 944 

0

200

400

600

800

1,000

1,200

平成

30年

令和

元年

令和

２年

令和

３年

令和

４年

令和

５年

令和

６年

令和

７年

令和

８年

令和

22年

（人）

要支援１ 要支援２ 要介護１ 要介護２ 要介護３

要介護４ 要介護５

実績 推計 

実績 推計 

２ 



 

 

基本理念と施策の体系  

計画の基本理念 

本町における高齢者や介護保険制度を取り巻く状況は、総人口の減少と高齢者の増加により、

高齢化率が増加の一途をたどっており、こうした状況の中でいかに介護保険制度の持続可能性

を確保できるのかが喫緊の課題となっています。 

このような社会情勢において、高齢者一人ひとりが、いつまでも生きがいを持ち、住み慣れ

た地域で安心して生活を送るためには、「健康寿命」の延伸が重要であり、包括的な支援体制の

整備や総合的な介護予防の推進、そして必要に応じた適切な介護サービスの提供が必要となり

ます。 

しかし、高齢者の増加に伴い、介護サービスの安定的な提供は難しい状況となってきており、

高齢者を取り巻く生活課題に対し、高齢者自らが健康づくりや生きがいづくりに取り組む「自

助」、それを地域で支え合い、助け合う「共助」、そしてその取り組みを促進する「公助」が一

体となり、取り組みを推進することが必要です。 

第７次南知多町総合計画において、基本施策「安心して住み続けられる長寿社会」を掲げ、

「保健、医療、福祉などの各政策や、互いに助け合い支えあうコミュニティにより、歳をとっ

ても、また、要介護状態となっても、住み慣れた地域で暮らし続けられる長寿社会の実現」を

目指しています。 

本計画においても、団塊の世代が 75歳以上になる 2025 年、そしてその先団塊ジュニア世代

が 65歳以上となり労働人口が大幅な減少に向かう 2040 年を見据え、持続可能な高齢者福祉と

介護保険制度を運営することと、高齢者がいつまでも生きがいをもって、住み慣れた地域で生

活できる長寿社会を実現するため、これまでの基本理念を踏まえ、以下のように掲げます。 

 

基本理念 

  

自然豊かなふるさとで  いつまでも心豊かに  
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施策の体系  
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［ 基本理念 ］ ［ 施策の方向性 ］ ［ 基本目標 ］ 

（１）健康づくりとフレイル予防の 
推進 

（１）生活支援サービスの充実 

（２）家族介護者等への支援 

（１）包括的支援の充実 

（２）医療・介護連携の推進 

（１）介護人材の確保と生産性向上の
推進 

（２）介護保険制度の円滑な運営 

  

  

  

（２）社会参加と生きがいづくりの 
推進 

（３）認知症支援の推進 

（４）権利擁護と虐待防止の推進 

（５）災害等緊急時における準備と 
対策 

  

生涯にわたる 

健康・生きがい 

づくり 
 

お互いにいたわる 

高齢者福祉の充実

c 

安全・安心な 

暮らしが実現できる 

地域づくり 

質の高い介護 

サービスの提供 
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計画の基本目標  

（１）生涯にわたる健康・生きがいづくり 

高齢者が豊富な知識や経験を活かしながら生きがいをもって暮らせるよう、ボランティア活

動や地域住民活動の推進とともに、生涯学習やスポーツ活動の充実、高齢者の地域での居場所

づくり、就業支援の充実、そして健康づくりと保健事業の体系的な取り組みによって、地域社

会で積極的に参加し、自分らしい生活を維持できるよう支援を強化します。 

 

基本目標 主な取り組み 

健康づくりとフレイル予防の
推進 

・介護予防把握事業      

・高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施 

・元気アップ教室 

・はつらつ教室 

・スマートウォッチを利用した介護予防事業 

・通いの場への参加支援事業 

・自立支援に向けた取り組みの強化 

社会参加と生きがい支援 
・高齢者敬老事業        ・老人クラブ活動助成事業 

・シルバー人材センター助成事業  

・自主グループ運営・開設支援  ・ボランティア活動・就労支援 

 

（２）お互いにいたわる高齢者福祉の充実 

高齢者が抱える問題が多様化・複雑化している中で、「我が事・丸ごと」地域共生社会の実現

に向けて、障がいのある人や子ども等への支援を含む包括的な支援体制を整備します。 

また、介護を必要とする人だけでなく、その家族への負担を軽減するための支援を行い、在

宅介護の充実を図るとともに、在宅介護を行う家族を地域全体で支える環境づくりに取り組み

ます。 

 

基本目標 主な取り組み 

生活支援サービスの充実 

・生活支援コーディネーターの配置 

・高齢者助けあいサービス「ミーナ助けあい隊」 

・介護保険離島交通費扶助 

・移動支援事業 

・職員によるひとり暮らし高齢者見守り事業 

・配食サービス事業 

家族介護者等への支援 
・紙おむつ給付事業   

・家庭介護の意識啓発及びセミナーの開催 
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（３）安全・安心な暮らしが実現できる地域づくり 

高齢者が安心して住み慣れた地域で暮らし続けられるよう、総合的な相談窓口である地域包

括支援センターの機能向上に努めるとともに、保健・福祉・医療の関係機関と介護の連携を強

化し、介護・医療サービスの一体的な実施を推進し、地域の各種団体や住民が連携した「地域

包括ケアシステム」の実現を目指します。 

 

基本目標 主な取り組み 

包括的支援の充実 

・地域包括支援センターの機能強化 

・地域ケア会議の推進 

・重層的相談支援体制の構築 

医療・介護連携の推進 
・切れ目のない提供体制の構築 

・関係者との情報共有支援 

・ＡＣＰの普及・啓発 

認知症支援の推進 

・認知症の人と家族への支援 

・早期発見・早期対応に向けた体制の整備 

・認知症サポーター養成やチームオレンジの構築 

・若年性認知症施策の強化 

権利擁護と虐待防止の推進 
・権利擁護事業 

・高齢者虐待防止事業 

災害等緊急時における準備と対

策 

・災害時要配慮者支援体制の整備 

・災害時の介護保険施設等への支援体制 

・業務継続計画の策定支援 

・感染症の正しい知識の普及 

 

（４）質の高い介護サービスの提供 

介護が必要になっても、住み慣れた地域で自分らしく、安心して生活を続けるため、介護予

防、要介護状態の軽減・悪化の防止等にも取り組むことにより、介護保険制度の持続可能性を

確保し、介護サービスの円滑な提供を図ります。また、介護人材の育成・支援や環境整備に向

けた取り組みを推進するとともに、適切な介護サービスを利用できるよう、情報提供・相談体

制の充実も図ります。 

 

基本目標 主な取り組み 

介護人材の確保と生産性向上の
推進 

・介護人材確保対策連携の推進 

・介護サービスの人材の確保及び育成 

・働きやすい職場への支援 

・介護離職防止の取り組みの推進 

介護保険制度の円滑な運営 

・要支援・要介護認定の適正化 

・介護給付の適正化 

・運営指導・監査の実施 

・保険料収納率向上 
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所得段階別保険料の設定  

以下のように所得段階別の被保険者数を見込み、保険料を設定しました。 

保険料 

単位：円 

所得段階 対象者 
基準額に 
対する割合 

年額保険料 
参考月額 
保険料 

第１段階 

生活保護受給者、老齢福祉年金受給者であ

って世帯全員が町民税非課税の人及び世帯

全員が町民税非課税で、課税年金収入と合

計所得金額の合計が 80 万円以下の人 

0.455 

（0.285） 

28,300 

(17,700) 

2,358 

(1,475) 

第２段階 
世帯全員が町民税非課税で、課税年金収入

と合計所得金額の合計が 80万円超 120万円

以下の人 

0.685 

（0.485） 

42,700 

(30,200) 

3,558 

(2,517) 

第３段階 
世帯全員が町民税非課税で課税年金収入と

合計所得金額の合計が 120 万円を超える人 

0.69 

（0.685） 

43,000 

（42,700) 

3,583 

(3,558) 

第４段階 
世帯の中に町民税課税の人がいるが、本人

は町民税非課税で、課税年金収入と合計所

得金額の合計が 80 万円以下の人 

0.9 56,100 4,675 

第５段階 
世帯の中に町民税課税の人がいるが、本人

は町民税非課税で、課税年金収入と合計所

得金額の合計が 80 万円を超える人 

1.0 62,400 5,200 

第６段階 
本人が町民税課税で、前年の合計所得金額

が 120 万円未満の人 
1.2 74,800 6,233 

第７段階 
本人が町民税課税で、前年の合計所得金額

が 120 万円以上 210 万円未満の人 
1.3 81,100 6,758 

第８段階 
本人が町民税課税で、前年の合計所得金額

が 210 万円以上 320 万円未満の人 
1.5 93,600 7,800 

第９段階 
本人が町民税課税で、前年の合計所得金額

が 320 万円以上 420 万円未満の人 
1.7 106,000 8,833 

第 10 段階 
本人が町民税課税で、前年の合計所得金額

が 420 万円以上 520 万円未満の人 
1.8 112,300 9,358 

第 11 段階 
本人が町民税課税で、前年の合計所得金額

が 520 万円以上 620 万円未満の人 
1.9 118,500 9,875 

第 12 段階 
本人が町民税課税で、前年の合計所得金額

が 620 万円以上 720 万円未満の人 
2.0 124,800 10,400 

第 13 段階 
本人が町民税課税で、前年の合計所得金額

が 720 万円以上 820 万円未満の人 
2.1 131,000 10,917 

第 14 段階 
本人が町民税課税で、前年の合計所得金額

が 820 万円以上 1,000 万円未満の人 
2.3 143,500 11,958 

第 15 段階 
本人が町民税課税で、前年の合計所得金額

が 1,000 万円以上の人 
2.4 149,700 12,475 

※第１～３段階の保険料について、公費による軽減措置を実施し、（  ）内の保険料額となります。 
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